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平成２２年３月５日 

 

医科診療行為マスターの改定について 

  

今般、平成２２年４月診療報酬改定に伴い、以下のとおり医科診療行為マスターを改定いたしまし

たのでお知らせします。 

 

１ 基本診療料 

（１）初診料 

 電子化加算の廃止に伴い当該コードを廃止しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

111012370 電子化加算 ３

 

（２）再診料 

ア 再診料の一本化に伴い現行の病院用「再診料」に統合し、名称、病院診療所区分等を変更

し使用しました。 

 

 

 

 

 

  これに伴い、従来診療所に使用していた診療所用「再診料」の４コードを廃止しました。 

 

 

 

 

 

イ 診療所の再診料の評価として別に定められた施設基準を満たす場合の加算が新設された

ことから下記コードを追加しました。 

 

 

 

 

（３）入院基本料 

ア 施設基準の見直しに伴い、一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病院入院基本

料に７対１特別入院基本料、１０対１特別入院基本料、として以下のコードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190131310 一般病棟７対１特別入院基本料 １，２４４

190131410 一般病棟１０対１特別入院基本料 １，０４０

190134310 結核病棟７対１特別入院基本料 １，１５８

190134410 結核病棟１０対１特別入院基本料 ９５４

190134610 精神病棟１０対１特別入院基本料 ９９２

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

112007410 再診 ６９

112007950 電話等再診 ６９

112008350 同日再診 ６９

112008850 同日電話等再診 ６９

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

112009210 再診（診療所） ７１

112009750 電話等再診（診療所） ７１

112010150 同日再診（診療所） ７１

112010650 同日電話等再診（診療所） ７１

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

112015670 地域医療貢献加算 ３

112015770 明細書発行体制等加算 １
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イ 施設基準の見直しに伴い、一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、専門病院入院基本

料に係る準７対１入院基本料の１０コードを廃止しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190125410 一般病棟準７対１入院基本料 １，４９５

190125510 一般病棟準７対１入院基本料（離島等） １，５２５

190125610 （選）一般病棟準７対１入院基本料 １，２７１

190125710 （選）一般病棟準７対１入院基本料（離島等） １，２９６

190125810 結核病棟準７対１入院基本料 １，３８７

190125910 結核病棟準７対１入院基本料（離島等） １，４１７

190126110 専門病院準７対１入院基本料 １，４９５

190126210 専門病院準７対１入院基本料（離島等） １，５２５

190130610 （選）専門病院準７対１入院基本料 １，２７１

190130710 （選）専門病院準７対１入院基本料（離島等） １，２９６

ウ 看護加算に係る経過措置の終了に伴い、一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、専門

病院入院基本料に係る１０対１入院基本料（Ｈ２０年３月３１日時点７対１）の５コードを

廃止しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190130810 一般病棟１０対１入院基本料（Ｈ２０年３月３１日時点７対１） １，３００

190130910 （選）一般病棟１０対１入院基本料（Ｈ２０年３月３１日時点７対１） １，１０５

190131010 結核病棟１０対１入院基本料（Ｈ２０年３月３１日時点７対１） １，１９２

190131110 専門病院１０対１入院基本料（Ｈ２０年３月３１日時点７対１） １，３００

190131210 （選）専門病院１０対１入院基本料（Ｈ２０年３月３１日時点７対１） １，１０５

エ 高齢者医療確保法の見直しに伴い、「後期高齢者特定入院基本料」の名称から「後期高齢

者」を削除し「特定入院基本料」に変更し、年齢要件を廃止しました。（全４コード） 

オ 一般病棟に係る看護必要度評価加算が追加されたことから、一般病棟、特定機能病院の一

般病棟、専門病院の一般病棟に次のコードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190131570 一般病棟看護必要度評価加算 ５

190134870 一般病棟看護必要度評価加算（特定機能病院） ５

190134970 一般病棟看護必要度評価加算（専門病院） ５

カ 療養病棟入院基本料が細分化されたことから、従来の「療養病棟入院基本料Ａ」～「療養

病棟入院基本料Ｅ」を「療養病棟入院基本料１（入院基本料Ａ）」～「療養病棟入院基本料

１（入院基本料Ｅ）」と名称変更したうえで存続使用し、「療養病棟入院基本料１（入院基本

料Ｆ）」以下と療養病棟入院基本料２の２６コードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190131610 療養病棟入院基本料１（入院基本料Ｆ） １，１９１

190131710 療養病棟入院基本料１（入院基本料Ｆ）（生活療養） １，１７７

190131810 療養病棟入院基本料１（入院基本料Ｇ） ９３４

190131910 療養病棟入院基本料１（入院基本料Ｇ）（生活療養） ９２０

190132010 療養病棟入院基本料１（入院基本料Ｈ） ８８７

190132110 療養病棟入院基本料１（入院基本料Ｈ）（生活療養） ８７３

190132210 療養病棟入院基本料１（入院基本料Ｉ） ７８５

190132310 療養病棟入院基本料１（入院基本料Ｉ）（生活療養） ７７１

190132410 療養病棟入院基本料２（入院基本料Ａ） １，６９５

190132510 療養病棟入院基本料２（入院基本料Ａ）（生活療養） １，６８１
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190132610 療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｂ） １，６４２

190132710 療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｂ）（生活療養） １，６２８

190132810 療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｃ） １，３６１

190132910 療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｃ）（生活療養） １，３４７

190133010 療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｄ） １，３０６

190133110 療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｄ）（生活療養） １，２９２

190133210 療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｅ） １，２７９

190133310 療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｅ）（生活療養） １，２６５

190133410 療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｆ） １，１２８

190133510 療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｆ）（生活療養） １，１１４

190133610 療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｇ） ８７１

190133710 療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｇ）（生活療養） ８５７

190133810 療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｈ） ８２４

190133910 療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｈ）（生活療養） ８１０

190134010 療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｉ） ７２２

190134110 療養病棟入院基本料２（入院基本料Ｉ）（生活療養） ７０８

キ 療養病棟入院基本料に新たに「救急・在宅等支援療養病床初期加算」としてコードを追加

しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190134270 救急・在宅等支援療養病床初期加算 １５０

ク 結核病棟特別入院基本料の対象病棟の見直しが行われたことから、従来の「190126010：

結核病棟特別入院基本料（１３対１入院基本料）」の名称を「190126010：結核病棟特別入院

基本料（７対１入院基本料等）」に変更しました。 

ケ 精神病棟入院基本料及び特定機能病院の精神病棟に１３対１入院基本料が設定されたこ

とから、次のコードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190134510 精神病棟１３対１入院基本料 ９２０

190134710 特定機能病院精神病棟１３対１入院基本料 ９２０

コ 障害者施設等入院基本料に重症児（者）受入連携加算が設定されたことから、次のコード

を新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190135070 重症児（者）受入連携加算 １，３００

サ 有床診療所入院基本料に「３」が新設され、従来の期間区分が変更されたことから、

「190097010：有床診療所入院基本料１（７日以内）」及び「190097210：有床診療所入院基

本料２（７日以内）」を「190097010：有床診療所入院基本料１（１４日以内）」及び「190097210：

有床診療所入院基本料２（１４日以内）」に名称等変更し、新たに有床診療所入院基本料３

として以下の３コードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190135110 有床診療所入院基本料３（１４日以内） ５００

190135210 有床診療所入院基本料３（１５日以上３０日以内） ３７０

190135310 有床診療所入院基本料３（３１日以上） ３４０

  なお、これに伴い、従来の「８日以上１４日以内」の２コードを廃止しました。 
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診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190097110 有床診療所入院基本料１（８日以上１４日以内の期間） ６６０

190097310 有床診療所入院基本料２（８日以上１４日以内の期間） ４８０

シ 有床診療所入院基本料の入院及び転院時の初期加算として新たに下記のコードを新設し

ました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190135470 有床診療所一般病床初期加算 １００

ス 有床診療所入院基本料の「医師配置加算」が細分されたことにより、従来の「190117070：

医師配置加算」を「190117070：医師配置加算２」に変更し、以下のコードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190135570 医師配置加算１ ８８

セ 有床診療所療養病床入院基本料の入院及び転院時の初期加算として新たに下記のコード

を新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190135670 救急・在宅等支援療養病床初期加算 １５０

ソ 他医療機関受診時の入院基本料減算コードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 減算（％） 

190141590 入院基本料減算（他医療機関受診） ３０

タ 入院基本料等加算を以下のとおり変更・新設しました。 

（ア） 「二類感染症患者療養環境特別加算」は細分化さたれたため従来の「190127710：二類

感染症患者療養環境特別加算」を「190101870：二類感染症患者療養環境特別加算（個

室）」と名称変更し、「二類感染症患者療養環境特別加算（陰圧室）」を新設しました。 

（イ） 「医療安全対策加算」は細分化さたれたため従来の「190120510：医療安全対策加算」

を「190120510：医療安全対策加算１」と名称変更し、「医療安全対策加算２」を新設し

ました。また、施設基準に伴う感染防止対策加算が追加されたことから、新たにコード

を設定しました。 

（ウ） 「退院調整加算」が「慢性期病棟等退院調整加算」に変更され細分化されたことから、

従来の「190128210：退院支援計画作成加算」、「190128310：退院加算（療養病棟入院基

本料等算定患者）」及び「190128410：退院加算（障害者施設等入院基本料等算定患者）」

を「190128210：慢性期病棟等退院調整加算２（退院支援計画作成加算）」、「190128310：

慢性期病棟等退院調整加算２（退院加算・療養病棟入院基本料等）」及び「190128410：

慢性期病棟等退院調整加算２（退院加算・障害者施設等入院基本料等）」と名称変更を

して使用し新たに「慢性期病棟等退院調整加算１」に係る３コードを新設しました。 

   （エ） 以下のコードを新設しました。（上記（ア）～（ウ）を含む） 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190135710 １５対１補助体制加算 ８１０

190135810 ２０対１補助体制加算 ６１０

190135910 急性期看護補助体制加算１ １２０

190136010 急性期看護補助体制加算２ ８０

190136170 在宅重症児（者）受入加算 ２００

190136210 二類感染症患者療養環境特別加算（陰圧室） ２００

190136310 強度行動障害入院医療管理加算 ３００
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190136410 重度アルコール依存症入院医療管理加算（３０日以内） ２００

190136510 重度アルコール依存症入院医療管理加算（３１日以上６０日以内） １００

190136610 摂食障害入院医療管理加算（３０日以内） ２００

190136710 摂食障害入院医療管理加算（３１日以上６０日以内） １００

190136810 栄養サポートチーム加算 ２００

190136910 医療安全対策加算２ ３５

190137070 感染防止対策加算 １００

190137110 慢性期病棟等退院調整加算１（退院支援計画作成加算） １００

190137210 慢性期病棟等退院調整加算１（退院加算・療養病棟入院基本料等） １４０

190137310 慢性期病棟等退院調整加算１（退院加算・障害者施設等入院基本料等） ３４０

190137410 急性期病棟等退院調整加算１ １４０

190137510 急性期病棟等退院調整加算２ １００

190137610 新生児特定集中治療室退院調整加算 ３００

190137710 救急搬送患者地域連携紹介加算（退院時１回） ５００

190137810 救急搬送患者地域連携受入加算（入院初日） １０００

190137910 呼吸ケアチーム加算 １５０

190138010 後発医薬品使用体制加算 ３０

   （オ） 以下の既存コードについては名称を変更しました。（上記（ア）～（ウ）を含む） 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190098870 総合入院体制加算 １２０

190117170 基幹型臨床研修病院入院診療加算 ４０

190127710 二類感染症患者療養環境特別加算（個室） ３００

190127910 精神科身体合併症管理加算 ３５０

190120510 医療安全対策加算１ ８５

190128210 慢性期病棟等退院調整加算２（退院支援計画作成加算） １００

190128310 慢性期病棟等退院調整加算２（退院加算・療養病棟入院基本料等） １００

190128410 慢性期病棟等退院調整加算２（退院加算・障害者施設等入院基本料等） ３００

190814010 総合評価加算 ５０

 チ 救命救急入院料の項番の並びが「期間→入院料区分」から「入院料区分→期間」に変更さ

れたことから、従来のコードを「救命救急入院料１ イ ３日以内、ロ ４日以上７日以内、

ハ ８日以上１４日以内」→「救命救急入院料２ イ ３日以内、ロ ４日以上７日以内、

ハ ８日以上１４日以内」に並べ替えて存続し、更に救命救急入院料３、４が追加され、広

範囲熱傷特定集中治療室管理料が移管されたことから下記コードを新設しました。（ＤＰＣ病

院用診療行為も含む。） 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190138110 救命救急入院料３（救命救急入院料）（３日以内） ９，７００

190138210 救命救急入院料３（救命救急入院料）（４日以上７日以内） ８，７７５

190138310 救命救急入院料３（救命救急入院料）（８日以上１４日以内） ７，４９０

190138410 救命救急入院料３（広範囲熱傷特定集中治療・３日以内） ９，７００

190138510 救命救急入院料３（広範囲熱傷特定集中治療・４日～７日） ８，７７５

190138610 救命救急入院料３（広範囲熱傷特定集中治療・８日～６０日） ７，８９０

190138710 救命救急入院料４（救命救急入院料）（３日以内） １１，２００

190138810 救命救急入院料４（救命救急入院料）（４日以上７日以内） １０，１４０

190138910 救命救急入院料４（救命救急入院料）（８日以上１４日以内） ８，８９０

190139010 救命救急入院料４（広範囲熱傷特定集中治療・３日以内） １１，２００

190139110 救命救急入院料４（広範囲熱傷特定集中治療・４日～７日） １０，１４０

190139210 救命救急入院料４（広範囲熱傷特定集中治療・８日～１４日） ８，８９０

190139310 救命救急入院料４（広範囲熱傷特定集中治療・１５日～６０日） ７，８９０

193003910 救命救急入院料３（救命救急入院料）（３日以内） ７，６８８
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193004010 救命救急入院料３（救命救急入院料）（４日以上７日以内） ６，７６３

193004110 救命救急入院料３（救命救急入院料）（８日以上１４日以内） ５，４７８

193004210 救命救急入院料３（広範囲熱傷特定集中治療・３日以内） ７，６８８

193004310 救命救急入院料３（広範囲熱傷特定集中治療・４日～７日） ６，７６３

193004410 救命救急入院料３（広範囲熱傷特定集中治療・８日～１４日） ５，８７８

193004510 救命救急入院料３（広範囲熱傷特定集中治療・１５日～３０日） ６，３８３

193004610 救命救急入院料３（広範囲熱傷特定集中治療・３１日～６０日） ６，５９０

193004710 救命救急入院料４（救命救急入院料）（３日以内） ９，１８８

193004810 救命救急入院料４（救命救急入院料）（４日以上７日以内） ８，１２８

193004910 救命救急入院料４（救命救急入院料）（８日以上１４日以内） ６，８７８

193005010 救命救急入院料４（広範囲熱傷特定集中治療・３日以内） ９，１８８

193005110 救命救急入院料４（広範囲熱傷特定集中治療・４日～７日） ８，１２８

193005210 救命救急入院料４（広範囲熱傷特定集中治療・８日～１４日） ６，８７８

193005310 救命救急入院料４（広範囲熱傷特定集中治療・１５日～３０日） ６，３８３

193005410 救命救急入院料４（広範囲熱傷特定集中治療・３１日～６０日） ６，５９０

193505510 救命救急入院料３（救命救急入院料）（３日以内） ７，９５０

193505610 救命救急入院料３（救命救急入院料）（４日以上７日以内） ７，０２５

193505710 救命救急入院料３（救命救急入院料）（８日以上１４日以内） ５，７４０

193505810 救命救急入院料３（広範囲熱傷特定集中治療・３日以内） ７，９５０

193505910 救命救急入院料３（広範囲熱傷特定集中治療・４日～７日） ７，０２５

193506010 救命救急入院料３（広範囲熱傷特定集中治療・８日～１４日） ６，１４０

193506110 救命救急入院料３（広範囲熱傷特定集中治療・１５日～３０日） ６，３９８

193506210 救命救急入院料３（広範囲熱傷特定集中治療・３１日～６０日） ６，５９０

193506310 救命救急入院料４（救命救急入院料）（３日以内） ９，４５０

193506410 救命救急入院料４（救命救急入院料）（４日以上７日以内） ８，３９０

193506510 救命救急入院料４（救命救急入院料）（８日以上１４日以内） ７，１４０

193506610 救命救急入院料４（広範囲熱傷特定集中治療・３日以内） ９，４５０

193506710 救命救急入院料４（広範囲熱傷特定集中治療・４日～７日） ８，３９０

193506810 救命救急入院料４（広範囲熱傷特定集中治療・８日～１４日） ７，１４０

193506910 救命救急入院料４（広範囲熱傷特定集中治療・１５日～３０日） ６，３９８

193507010 救命救急入院料４（広範囲熱傷特定集中治療・３１日～６０日） ６，５９０

193305210 救命救急入院料３（救命救急入院料）（３日以内） ７，８８８

193305310 救命救急入院料３（救命救急入院料）（４日以上７日以内） ６，９６３

193305410 救命救急入院料３（救命救急入院料）（８日以上１４日以内） ５，６７８

193305510 救命救急入院料３（広範囲熱傷特定集中治療・３日以内） ７，８８８

193305610 救命救急入院料３（広範囲熱傷特定集中治療・４日～７日） ６，９６３

193305710 救命救急入院料３（広範囲熱傷特定集中治療・８日～１４日） ６，０７８

193305810 救命救急入院料３（広範囲熱傷特定集中治療・１５日～３０日） ６，３８３

193305910 救命救急入院料３（広範囲熱傷特定集中治療・３１日～６０日） ６，５９０

193306010 救命救急入院料４（救命救急入院料）（３日以内） ９，３８８

193306110 救命救急入院料４（救命救急入院料）（４日以上７日以内） ８，３２８

193306210 救命救急入院料４（救命救急入院料）（８日以上１４日以内） ７，０７８

193306310 救命救急入院料４（広範囲熱傷特定集中治療・３日以内） ９，３８８

193306410 救命救急入院料４（広範囲熱傷特定集中治療・４日～７日） ８，３２８

193306510 救命救急入院料４（広範囲熱傷特定集中治療・８日～１４日） ７，０７８

193306610 救命救急入院料４（広範囲熱傷特定集中治療・１５日～３０日） ６，３８３

193306710 救命救急入院料４（広範囲熱傷特定集中治療・３１日～６０日） ６，５９０

ツ 充実段階Ａ、高度医療体制加算に加え医療に係る評価加算が追加され、入院料の加算形態

に変更が生じることから、現行の合成点数による入院料を廃止し、基本コード＋加算コード

による入院料算定に改正し、３項目の加算を新設しました。（ＤＰＣ病院用診療行為も含む。） 
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診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190139470 充実段階Ａ加算 １０００

190139570 充実段階Ｂ加算 ５００

190139670 高度医療体制加算 １００

193005570 充実段階Ａ加算 １０００

193005670 充実段階Ｂ加算 ５００

193005770 高度医療体制加算 １００

193507170 充実段階Ａ加算 １０００

193507270 充実段階Ｂ加算 ５００

193507370 高度医療体制加算 １００

193306870 充実段階Ａ加算 １０００

193306970 充実段階Ｂ加算 ５００

193307070 高度医療体制加算 １００

     それに伴い、現行の（Ａ）及び（高度）に係る合成コードを廃止しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190110310 救命救急入院料１（３日以内）（Ａ） １０，２００

190110510 救命救急入院料２（３日以内）（Ａ） １１，７００

190128910 救命救急入院料１（４日以上７日以内）（Ａ） ９，２７５

190129010 救命救急入院料２（４日以上７日以内）（Ａ） １０，６４０

190110710 救命救急入院料１（８日以上１４日以内）（Ａ） ７，９９０

190110910 救命救急入院料２（８日以上１４日以内）（Ａ） ９，３９０

190110210 救命救急入院料１（３日以内）（高度） １０，３００

190110410 救命救急入院料２（３日以内）（高度） １１，８００

190129110 救命救急入院料１（４日以上７日以内）（高度） ９，３７５

190129210 救命救急入院料２（４日以上７日以内）（高度） １０，７４０

190110610 救命救急入院料１（８日以上１４日以内）（高度） ８，０９０

190110810 救命救急入院料２（８日以上１４日以内）（高度） ９，４９０

193000110 救命救急入院料１（３日以内）（Ａ） ８，１８８

193000410 救命救急入院料２（３日以内）（Ａ） ９，６８８

193003510 救命救急入院料１（４日以上７日以内）（Ａ） ７，２６３

193003610 救命救急入院料２（４日以上７日以内）（Ａ） ８，６２８

193000710 救命救急入院料１（８日以上１４日以内）（Ａ） ５，９７８

193001010 救命救急入院料２（８日以上１４日以内）（Ａ） ７，３７８

193000210 救命救急入院料１（３日以内）（高度） ８，２８８

193000510 救命救急入院料２（３日以内）（高度） ９，７８８

193003710 救命救急入院料１（４日以上７日以内）（高度） ７，３６３

193003810 救命救急入院料２（４日以上７日以内）（高度） ８，７２８

193000810 救命救急入院料１（８日以上１４日以内）（高度） ６，０７８

193001110 救命救急入院料２（８日以上１４日以内）（高度） ７，４７８

193500110 救命救急入院料１（３日以内）（Ａ） ８，４７２

193500410 救命救急入院料２（３日以内）（Ａ） ９，９７２

193504810 救命救急入院料１（４日以上７日以内）（Ａ） ７，５４７

193504910 救命救急入院料２（４日以上７日以内）（Ａ） ８，９１２

193500710 救命救急入院料１（８日以上１４日以内）（Ａ） ６，２６２

193501010 救命救急入院料２（８日以上１４日以内）（Ａ） ７，６６２

193500210 救命救急入院料１（３日以内）（高度） ８，５７２

193500510 救命救急入院料２（３日以内）（高度） １０，０７２

193505010 救命救急入院料１（４日以上７日以内）（高度） ７，６４７

193505110 救命救急入院料２（４日以上７日以内）（高度） ９，０１２

193500810 救命救急入院料１（８日以上１４日以内）（高度） ６，３６２

193501110 救命救急入院料２（８日以上１４日以内）（高度） ７，７６２

193300210 救命救急入院料１（３日以内）（Ａ） ８，３８８
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193300510 救命救急入院料２（３日以内）（Ａ） ９，８８８

193304510 救命救急入院料１（４日以上７日以内）（Ａ） ７，４６３

193304610 救命救急入院料２（４日以上７日以内）（Ａ） ８，８２８

193300810 救命救急入院料１（８日以上１４日以内）（Ａ） ６，１７８

193301110 救命救急入院料２（８日以上１４日以内）（Ａ） ７，５７８

193300310 救命救急入院料１（３日以内）（高度） ８，４８８

193300610 救命救急入院料２（３日以内）（高度） ９，９８８

193304710 救命救急入院料１（４日以上７日以内）（高度） ７，５６３

193304810 救命救急入院料２（４日以上７日以内）（高度） ８，９２８

193300910 救命救急入院料１（８日以上１４日以内）（高度） ６，２７８

193301210 救命救急入院料２（８日以上１４日以内）（高度） ７，６７８

テ 救命救急入院料の重篤な症状の 15 歳未満の患者に対する初回の加算を新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190139770 小児加算（救命救急入院料） ５，０００

193005870 小児加算（救命救急入院料） ５，０００

193507470 小児加算（救命救急入院料） ５，０００

193307170 小児加算（救命救急入院料） ５，０００

 ト 特定集中治療室管理料が細分化され、広範囲熱傷特定集中治療室管理料が移管されたことか

ら従来の「特定集中治療室管理料（７日以内）」及び「特定集中治療室管理料（８日以上１４

日以内）」のコードを「特定集中治療室管理料１（７日以内）」及び「特定集中治療室管理料

１（８日以上１４日以内）」と名称変更し、下記コードを新設しました。（ＤＰＣ病院用診療

行為も含む。） 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190139810 特定集中治療室管理料２（特定集中治療室管理料・７日以内） ９，２００

190139910 特定集中治療室管理料２（特定集中治療室管理料・８日～１４日） ７，７００

190140010 特定集中治療室管理料２（広範囲熱傷特定集中治療・７日以内） ９，２００

190140110 特定集中治療室管理料２（広範囲熱傷特定集中治療・８日～６０日） ７，８９０

193005910 特定集中治療室管理料２（特定集中治療室管理料・７日以内） ７，１８８

193006010 特定集中治療室管理料２（特定集中治療室管理料・８日～１４日） ５，６８８

193006110 特定集中治療室管理料２（広範囲熱傷特定集中治療・７日以内） ７，１８８

193006210 特定集中治療室管理料２（広範囲熱傷特定集中治療・８日～６０日） ５，８７８

193006310 特定集中治療室管理料２（特定集中治療室管理料・７日以内） ６，３８３

193006410 特定集中治療室管理料２（特定集中治療室管理料・８日～１４日） ６，５９０

193507510 特定集中治療室管理料２（広範囲熱傷特定集中治療・７日以内） ７，４５０

193507610 特定集中治療室管理料２（広範囲熱傷特定集中治療・８日～６０日） ５，９５０

193507710 特定集中治療室管理料２（特定集中治療室管理料・７日以内） ７，４５０

193507810 特定集中治療室管理料２（特定集中治療室管理料・８日～１４日） ６，１４０

193507910 特定集中治療室管理料２（広範囲熱傷特定集中治療・７日以内） ６，３９８

193508010 特定集中治療室管理料２（広範囲熱傷特定集中治療・８日～６０日） ６，５９０

193307210 特定集中治療室管理料２（広範囲熱傷特定集中治療・７日以内） ７，３８８

193307310 特定集中治療室管理料２（広範囲熱傷特定集中治療・８日～６０日） ５，８８８

193307410 特定集中治療室管理料２（特定集中治療室管理料・７日以内） ７，３８８

193307510 特定集中治療室管理料２（特定集中治療室管理料・８日～１４日） ６，０７８

193307610 特定集中治療室管理料２（広範囲熱傷特定集中治療・７日以内） ６，３８３

193307710 特定集中治療室管理料２（広範囲熱傷特定集中治療・８日～６０日） ６，５９０
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ナ 特定集中治療室管理料の重症者等比率基準適合に係る加算が廃止されたことから以下の８

コードを廃止しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190024610 特定集中治療室管理料（７日以内）（重症者等比率基準適合） ９，１９８

190074610 特定集中治療室管理料（８日以上１４日以内・重症者等比率基準適合） ７，６９７

193001410 特定集中治療室管理料（７日以内）（重症者等比率基準適合） ７，０８５

193001510 特定集中治療室管理料（８日以上１４日以内・重症者等比率基準適合） ５，５８４

193501410 特定集中治療室管理料（７日以内）（重症者等比率基準適合） ７，３８４

193501510 特定集中治療室管理料（８日以上１４日以内・重症者等比率基準適合） ５，８８２

193301610 特定集中治療室管理料（７日以内）（重症者等比率基準適合） ７，２９５

193301710 特定集中治療室管理料（８日以上１４日以内・重症者等比率基準適合） ５，７９４

ニ 特定集中治療室管理料の重篤な症状の15歳未満の患者に対する初回の加算を新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190140270 小児加算（特定集中治療室管理料）（７日以内） １，５００

190140370 小児加算（特定集中治療室管理料）（８日以上１４日未満） １，０００

193006570 小児加算（特定集中治療室管理料）（７日以内） １，５００

193006670 小児加算（特定集中治療室管理料）（８日以上１４日未満） １，０００

193508170 小児加算（特定集中治療室管理料）（７日以内） １，５００

193508270 小児加算（特定集中治療室管理料）（８日以上１４日未満） １，０００

193307870 小児加算（特定集中治療室管理料）（７日以内） １，５００

193307970 小児加算（特定集中治療室管理料）（８日以上１４日未満） １，０００

   ヌ 新生児特定集中治療室管理料の細分化に伴い、「190024710：新生児特定集中治療室管理料」

を「190024710：新生児特定集中治療室管理料１」と名称変更し、以下コードを新設しました。 
診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190140410 新生児特定集中治療室管理料２ ６，０００

   ネ 新生児治療回復室入院医療管理料を新設しました。 
診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190140510 新生児治療回復室入院医療管理料 ５，４００

ノ 広範囲熱傷特定集中治療室管理料の他項目への移管に伴い下記コードを廃止しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190024810 広範囲熱傷特定集中治療室管理料 ７，８９０

193002510 広範囲熱傷特定集中治療室管理料（１４日以内） ５，８７８

193002610 広範囲熱傷特定集中治療室管理料（１５日以上３０日以内） ６，３８３

193002710 広範囲熱傷特定集中治療室管理料（３１日以上６０日以内） ６，５９０

193502710 広範囲熱傷特定集中治療室管理料（１４日以内） ６，１６２

193502810 広範囲熱傷特定集中治療室管理料（１５日以上３０日以内） ６．３９８

193502910 広範囲熱傷特定集中治療室管理料（３１日以上６０日以内） ６，５９０

193302810 広範囲熱傷特定集中治療室管理料（１４日以内） ６，０７８

193302910 広範囲熱傷特定集中治療室管理料（１５日以上３０日以内） ６，３８３

193303010 広範囲熱傷特定集中治療室管理料（３１日以上６０日以内） ６，５９０

ハ 特殊疾患入院医療管理料の算定初日に係る重症児受入連携加算を新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190140670 重症児（者）受入連携加算 １，３００

 

ヒ 小児入院医療管理料が５段階に分かれたことから、２を新設し、従来の２～４を３～５に

繰り下げて（名称変更）使用しました。 

診療行為 診療行為省略名称 点数 
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コード 

190140710 小児入院医療管理料２ ４，０００

   フ 回復期リハビリテーション病棟入院料に新たに加算が設けられたことから、以下の２コー

ドを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190140870 休日リハビリテーション提供体制加算 ６０

190140970 リハビリテーション充実加算 ４０

 ヘ 亜急性期入院医療管理料に新たに加算が設けられたことから以下のコードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190141070 リハビリテーション提供体制加算 ５０

   ホ 特殊疾患病棟入院料に新たに加算が設けられたことから以下のコードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190141170 重症児（者）受入連携加算 １，３００

   マ 精神科救急入院料に係る「非定型抗精神病薬治療管理加算」が細分されたことから、従来

の「190117570：非定型抗精神病薬治療管理加算」を「190117570：非定型抗精神病薬治療管

理加算２（イ以外）」とし、１を新設しました。（A310,A311-2,A311-3,A312 に共通の加算） 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190141270 非定型抗精神病薬治療管理加算１（２種類以下） １５

ミ 精神療養病棟入院料に新たに加算が設けられたことから以下のコードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190141370 重症者加算（精神療養病棟入院料） ４０

   ム 「認知症病棟入院料」の名称を「認知症治療病棟入院料」に変更しました。（全４コード） 

メ 後期高齢者医療の見直しにより以下コードを廃止しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

190774110 診療所後期高齢者医療管理料（１４日以内） １，０８０

190125010 診療所後期高齢者医療管理料（１４日以内）（生活療養） １，０６６

190774210 診療所後期高齢者医療管理料（１５日以上） ６４５

190125110 診療所後期高齢者医療管理料（１５日以上）（生活療養） ６３１

190808910 診療所後期高齢者医療管理料（３０日を経過しない日の再入院） ６４５

190125210 診療所後期高齢者医療管理料（３０日未経過の再入院）（生活療養） ６３１

   

２ 特掲診療料 

（１）医学管理等 

ア 特定疾患治療管理料に以下の項目を新設しました。 

（ア） 心臓ペースメーカー指導管理料の導入期加算として以下のコードを追加しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

113012710 導入期加算（心臓ペースメーカー指導管理料） １４０

（イ） 新規項目として以下のコードを追加しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

113011410 がん患者カウンセリング料 ５００

イ 地域連携小児夜間・休日診療料に新たに加算が設けられたことから以下のコードを新設し

ました。 



- 11 - 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

113011570 院内トリアージ加算 ３０

ウ 小児以外に対する地域連携夜間・休日診療料が評価されたことから以下のコードを新設し

ました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

113011610 地域連携夜間・休日診療料 １００

エ 介護支援連携指導料を新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

113011710 介護支援連携指導料 ３００

オ 「地域連携診療計画退院時指導料」の名称を「地域連携診療計画退院時指導料１」とし、 

当該指導料に係る加算と「地域連携診療計画退院時指導料２」を新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

113011870 地域連携診療計画退院計画加算 １００

113011910 地域連携診療計画退院時指導料２ ３００

カ 以下の指導料を新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

113012010 がん治療連携計画策定料 ７５０

113012110 がん治療連携指導料 ３００

113012210 認知症専門診断管理料 ５００

113012310 肝炎インターフェロン治療計画料 ７００

キ 薬剤管理指導料の加算として「113006270：退院時服薬指導加算」が廃止され「医薬品安

全性情報等管理体制加算」が追加されたことに伴い以下のコードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

113012470 医薬品安全性情報等管理体制加算 ５０

ク 診療情報提供料（Ⅰ）に以下の加算を新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

113012570 認知症専門医療機関連携加算 ５０

113012670 肝炎インターフェロン治療連携加算 ５０

ケ 後期高齢者医療の見直しに伴い「113701310：後期高齢者薬剤情報提供料（手帳に記載す

る場合）」、「113701910：後期高齢者退院時薬剤情報提供料」の名称を「手帳記載加算（薬剤

情報提供料）」「退院時薬剤情報管理指導料」し年齢要件を廃止するとともに、後期高齢者に

特化した診療行為である以下のコードを廃止しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

113702010 後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料 １８０

113702110 後期高齢者診療料 ６００

113702210 後期高齢者外来継続指導料 ２００

113702310 後期高齢者終末期相談支援料 ２００

コ 新設した「地域連携診療計画退院時指導料２」「がん治療連携計画策定料」「がん治療連携

指導料」「認知症専門診断管理料」「肝炎インターフェロン治療計画料」について、医学管

理等コードにそれぞれ「６１」「６２」「６３」「６４」「６５」のフラグを設定しました。 
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（２）在宅医療 

ア 「居住系施設入居者等」の名称を「同一建物住居者」に変更しました。（全１９コード） 

イ 在宅訪問看護に係る乳幼児診療加算が評価されたことから下記コードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

114015870 在宅患者訪問診療料（乳幼児）加算 ２００

114015970 在宅患者訪問診療料（幼児）加算 ２００

114016170 救急搬送診療料（新生児）加算 １，０００

114016270 訪問看護・指導料（乳幼児）加算 ５０

114016370 訪問看護・指導料（幼児）加算 ５０

114016670 訪問看護・指導料（乳幼児）加算（同一建物居住者） ５０

114016770 訪問看護・指導料（幼児）加算（同一建物居住者） ５０

114017070 退院前在宅療養指導管理料（乳幼児）加算 ２００

ウ 在宅医療への早期以降が評価されたことから下記コードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

114016070 在宅移行早期加算 １００

エ 在宅診療時の複数名訪問看護加算が評価されたことから下記コードを追加しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

114016470 複数名訪問看護加算（保健師、助産師又は看護師） ４３０

114016570 複数名訪問看護加算（准看護師） ３８０

114016870 複数名訪問看護加算（保健師、助産師又は看護師）（同一建物居住者） ４３０

114016970 複数名訪問看護加算（准看護師）（同一建物居住者） ３８０

オ 後期高齢者医療の見直しにより以下コードを廃止しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

114704070 後期高齢者終末期相談支援加算（在宅患者） ２００

114704170 後期高齢者終末期相談支援加算（居住系施設入居者等） ２００

カ 以下の在宅療養指導管理料を新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

114017110 在宅小児低血糖症患者指導管理料 ８２０

114017110 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料 ５００

114017310 排痰補助装置加算 １，８００

キ 新設した「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料」について、医学管理等コードに「６６」

のフラグを設定しました。 

 

（３）検査 

ア 複合凝固因子検査の項目が分割されたことから、「160012410：複合凝固因子」の名称を「ヘ

パプラスチンテスト」に変更するとともに下記コードを廃止しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

160176550 ヘパプラスチンテスト ２９

イ 甲状腺自己抗体検査の項目が分割されたことから、「160053510：甲状腺自己抗体検査」

「160176750：マイクロゾーム抗体」の名称を「サイロイドテスト」「マイクロゾームテスト」

に変更するとともに下記コードを廃止しました。 
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診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

160176650 サイログロブリン抗体 ３７

ウ 集菌塗抹法による細菌顕微鏡検査が評価されたことから下記コードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

160185570 集菌塗抹法加算 ３２

エ 抗酸菌薬剤感受性検査の評価が見直されたことから「160059610：抗酸菌薬剤感受性（４

薬剤以上）」の名称を「抗酸菌薬剤感受性」に変更するとともに下記コードを廃止しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

160059510 抗酸菌薬剤感受性（３薬剤以下） ２００

オ ＨＣＶ核酸同定検査の項目が見直されたことから下記のコードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

160185610 ＨＰＶ核酸同定 ３６０

カ Ｄ０２６検体検査判断料に「検体検査管理加算４」が追加されることから新たにコードを

新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

160185770 検体検査管理加算（４） ５００

キ 生体検査に係る３歳から６歳までの幼児加算が評価されたことから「160155390：乳幼児

加算（生体検査）」の名称を「160155390：乳幼児加算（生体検査）（３歳未満）」とし、新た

に３歳～６歳未満のコードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 加算（％） 

160185890 幼児加算（生体検査）（３歳以上６歳未満） １５

ク 心臓カテーテル法による諸検査にともなって行った血管内光断層撮影及び冠動脈血流予

備脳測定検査が評価されたことから、下記コードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

160186170 血管内光断層撮影加算 ３００

160186270 冠動脈血流予備能測定加算 ３００

ケ トレッドミルによる負荷心肺機能検査に伴って行った連続呼気ガス分析が評価されたこ

とから下記コードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

160186470 連続呼気ガス分析加算 １００

コ 超音波検査について、ＵＣＧの名称が心臓超音波検査に見直されたことから、これに係る

コードの名称（全８コード）を変更するとともに、下記コードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

160186610 超音波（胎児心エコー法） １，０００

サ 骨塩定量検査と同一日に行った大腿骨撮影が評価されたことから下記コードを新設しま

した。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

160186870 大腿骨同時撮影加算（ＤＥＸＡ法） ９０

シ 誘発筋電図の算定単位が見直されたことから、「160076810：誘発筋電図」の規格コードに
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「140：神経」を追加し、きざみを設定しました。 

ス 拡大内視鏡を用いた狭帯域光による観察が評価されたことから、食道ファイバースコピー、

胃・十二指腸ファイバースコピー及び大腸ファイバースコピーに対する加算として下記コー

ドを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

160187670 狭帯域光強調加算 ２００

セ 生体検査料に以下のコードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

160186310 埋込型心電図 ９０

160186510 喘息運動負荷試験 ８００

160186910 皮下連続式グルコース測定 ７００

160187010 長期脳波ビデオ同時記録検査 ７００

160187110 聴性定常反応 ８００

160187210 網膜機能精密電気生理検査（多局所網膜電位図） ５００

160187310 光学的眼軸長測定 １５０

160187410 内服・点滴誘発試験 １，０００

160187510 内視鏡下嚥下機能 ６００

160187810 狭帯域光強調加算 ２００

160187710 膀胱尿道検査 ８９０

  ソ 診断穿刺・検体採取料に以下のコードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

160187870 骨髄生検 ７３０

160187970 乳幼児加算（骨髄生検） １００

160188010 センチネルリンパ節生検（併用法） ５，０００

160188110 センチネルリンパ節生検（単独法） ３，０００

160188210 ＥＵＳ－ＦＮＡ ４，０００

160188310 組織試験採取、切採法（心筋） ５，０００

160188410 前房水採取 ３５０

 

（４）画像診断 

   ア デジタル映像化処理加算の廃止に伴い下記のコードを廃止しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

170027610 デジタル映像化処理（一連の撮影につき） １５

   イ 撮影方法が「アナログ撮影」と「デジタル撮影」に細分化されたことに伴い、従来の撮影

料コードを「アナログ」分と名称変更のうえ、新たに「デジタル撮影」分に係る診療行為コ

ードを新設しました。 

   ウ ＣＴ、ＭＲＩに係る２回目以降の点数が割合による点数計算に変更されたことから、

「170022290：ＣＴ、ＭＲＩ（２回目以降）」を「170022290：２回目以降減算（ＣＴ、ＭＲＩ）」

と名称変更し、加算項目としてフラグ等を変更しました。 

   エ ＣＴ撮影のマルチスライス型の機器による場合が細分化されたことから、現行の

「170011810：ＣＴ撮影（マルチスライス型機器）」を「170011810：ＣＴ撮影（１６列以上

マルチスライス型機器）」と名称等変更し、新たに１６列未満のコードを新設しました。 
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診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

170028610 ＣＴ撮影（１６列未満マルチスライス型機器） ８２０

 

（５）投薬 

    処方料及び処方せん料に係る新たな加算として以下の２コードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

120003370 抗悪性腫瘍剤処方管理加算（処方料） ７０

120003470 抗悪性腫瘍剤処方管理加算（処方せん料） ７０

 

（６）注射 

    ア 注射実施料に以下のコードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

130011610 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入術 ７００

130011770 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入術（乳幼児）加算 ５００

130011810 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入術 ２，５００

130011970 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入術（乳幼児）加算 ５００

130012010 硝子体内注入術 ５８０

 イ 無菌製剤処理料１が細分化されたことから現行の「130011070：無菌製剤処理料１」の

名称を「130011070：無菌製剤処理料１（その他）」とし、新たに次のコードを新設しまし

た。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

130012110 無菌製剤処理料１（閉鎖式接続器具使用） １００

 

（７）リハビリテーション 

ア 脳血管疾患等リハビリテーション料が細分化されたことにより、現行の「脳血管疾患等リ

ハビリテーション料（１）」、「脳血管疾患等リハビリテーション料（２）」、「脳血管疾患等リ

ハビリテーション料（３）」を「脳血管疾患等リハビリテーション料（１）（その他）」「脳血

管疾患等リハビリテーション料（２）（その他）」、「脳血管疾患等リハビリテーション料（３）

（その他） 」と名称変更し、廃用症候群の場合のコードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

180032410 脳血管疾患等リハビリテーション料（１）（廃用症候群） ２３５

180032510 脳血管疾患等リハビリテーション料（２）（廃用症候群） １９０

180032610 脳血管疾患等リハビリテーション料（３）（廃用症候群） １００

イ 運動器リハビリテーション料が細分化され（１）～（３）となったことにより、現行の「運

動器リハビリテーション料（１）」、「運動器リハビリテーション料（２）」、を「運動器リハ

ビリテーション料（２）」「運動器リハビリテーション料（３）」と名称変更し、（１）のコー

ドを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

180032710 運動器リハビリテーション料（１） １７５

  ウ 難病患者リハビリテーションの食事加算を廃止し、新たな加算として「短期集中リハビリ

テーション実施加算」（期間別）を新設しました。 
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診療行為  

コード 
診療行為省略名称 点数 

180032970 短期集中リハビリテーション実施加算（退院日から１月以内） ２８０

180033070 短期集中リハビリテーション実施加算（退院日から１月超３月以内） １４０

  エ がん患者リハビリテーション料を新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

180033110 がん患者リハビリテーション料 ２００

 

（８）精神科専門療法 

   ア 通院・在宅精神療法の病院・診療所区分が廃止されたことから、現行の病院用コードに統

合し、名称を「180012210：通院・在宅精神療法（３０分以上）」「180031010：通院・在宅精

神療法（３０分未満）」に変更し、診療所用４コードを廃止しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

180012310 通院・在宅精神療法（診療所）（３０分以上） ３６０

180031110 通院・在宅精神療法（診療所）（３０分未満） ３５０

180007350 家族通院・在宅精神療法（診療所）（３０分以上） ３６０

180031310 家族通院・在宅精神療法（診療所）（３０分未満） ３５０

   イ 認知療法・認知行動療法を新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

180033210 認知療法・認知行動療法 ４２０

   ウ 精神科デイ・ケア等に係る食事提供加算が廃止された事から以下の６コードを廃止しまし

た。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

180007770 精神科デイ・ケア（食事提供）加算 ４８

180007970 精神科ナイト・ケア（食事提供）加算 ４８

180017370 精神科デイ・ナイト・ケア（３食）加算 １３０

180017470 精神科デイ・ナイト・ケア（２食）加算 ９６

180020270 精神科デイ・ナイト・ケア（１食）加算 ４８

180702170 重度認知症患者デイ・ケア料（食事提供）加算 ４８

   エ 精神科デイ・ケア等において食事加算に代わる新たな加算が評価されたことから、以下の

２コードを追加しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

180033370 精神科ショート・ケア早期加算 ２０

180033470 精神科デイ・ケア等早期加算 ５０

 

 （９）処置 

ア 後期高齢者医療の見直しにより従前の「140700110：後期高齢者処置」「140700310：後期

高齢者精神病棟等処置料」の名称を「140700110：長期療養患者褥瘡等処置」、「140700310：

精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置」とし、併せて後期高齢者適用フラグ「２」を「０」に

変更しました。 

イ 局所陰圧閉鎖処置に係る７コードを新設しました。 
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診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

140051810 局所陰圧閉鎖処置（被覆材交換）（１００ｃｍ２未満） １，６００

140051910 局所陰圧閉鎖処置（被覆材交換）（１００ｃｍ２～２００ｃｍ２未満） １，６８０

140052010 局所陰圧閉鎖処置（被覆材交換）（２００ｃｍ２以上） １，９００

140052170 局所陰圧閉鎖処置初回加算（１００ｃｍ２未満） １，６９０

140052270 局所陰圧閉鎖処置初回加算（１００ｃｍ２以上２００ｃｍ２未満） ２，６５０

140052370 局所陰圧閉鎖処置初回加算（２００ｃｍ２以上） ３，３００

140052410 局所陰圧閉鎖処置（その他） ９００

ウ 人工腎臓に係る新たな加算が評価されたことからコードを追加しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

140052570 透析液水質確保加算 １０

 

（10）手術 

ア 通則の見直しとして、通則８に３歳未満の乳幼児加算の他に３歳以上６歳未満の幼児に対

しての加算が評価されたことからコードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 加算（％）

150342890 ３歳以上６歳未満の幼児加算（手術） ５０

イ 150063210：椎間板摘出術（後方摘出術）に対して１椎間を増すごとの加算が新設された

ことから、きざみ設定にしました。 

ウ 脊椎側彎症手術が細分化されたことから、４コードを新設しました。なお、脊椎側彎症手

術（矯正術）（交換術）については、胸郭変形矯正用材料を用いた場合に限り、１椎間を増

すごとの加算が算定できることから、脊椎側彎症手術（矯正術）（交換術）（胸郭変形矯正

用材料使用）コードを新設し、きざみ設定にしました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

150343910 脊椎側彎症手術（矯正術）（初回挿入） １１２，２６０

150344010 脊椎側彎症手術（矯正術）（交換術） ３７，４２０

150344110 脊椎側彎症手術（矯正術）（伸展術） ２０，５４０

150344250 脊椎側彎症手術（矯正術）（交換術）（胸郭変形矯正用材料使用） ３７，４２０

エ 有茎腸管移植加算は、食道悪性腫瘍手術に対して行った場合のみ、７，５００点の加算と

なったことから、既存の「150328650：有茎腸管移植加算」を「有茎腸管移植加算（食道悪

性腫瘍手術）」と名称・点数変更し、他の手術に対する有茎腸管移植加算については、コー

ドを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

150347770 有茎腸管移植加算 ５，０００

 

（11）麻酔 

ア マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の加算として術中経食心エコー連続的

監視加算が新たに評価されたことから下記コードを追加しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

150342470 術中経食道心エコー連続的監視加算 ８８０

イ 麻酔管理料（２）が追加されたことから、従来の「150282210：麻酔管理料（硬膜外麻酔）」

「150279010：麻酔管理料（脊椎麻酔）」「150279110：麻酔管理料（閉鎖循環式全身麻酔）」
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をそれぞれ「150282210：麻酔管理料１（硬膜外麻酔）」「150279010：麻酔管理料１（脊椎麻

酔）」「150279110：麻酔管理料１（閉鎖循環式全身麻酔）」とし、麻酔管理料２として３コー

ドを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

150342510 麻酔管理料２（硬膜外麻酔） １００

150342610 麻酔管理料２（脊椎麻酔） １００

150342710 麻酔管理料２（閉鎖循環式全身麻酔） ３００

 

（12）放射線治療 

ア Ｍ０００－２ 放射性同位元素内用療法管理料が細分化され、新たに３、４の区分が設定

されたことから下記２コードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

180033510 放射性同位元素内用療法管理料（固形癌骨転移に対するもの） １，７００

180033610 放射性同位元素内用療法管理料（Ｂ細胞性非ホジキンリンパ腫） ３，０００

イ Ｍ００１体外照射の加算が新たに評価されたことから下記コードを追加しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

180033770 画像誘導放射線治療加算 ３００

 

（13）病理診断 

  ア Ｎ００２免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作成の「その他」に係る加算が評価された

ことから次のコードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

160184970 ４種類以上抗体使用加算 １，６００

  イ 標本作製に「病理細胞診標本作製」が追加されたことから、以下のコードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

160185010 術中迅速細胞診／ＯＰ ４５０

160185110 術中病理細胞診／テレパソロジー ４５０

ウ 従来の「病理診断料」が「組織診断料」と「細胞診断料」に分割されたことから、現行の

「160155110：病理判断料」、「160178910：病理判断料（他医療機関作成の組織標本）」を

「160155110：組織診断料」、「160178910：組織診断料（他医療機関作成の組織標本）」と

名称変更し、「細胞診断料」に係るコードを新設しました。 

診療行為 

コード 
診療行為省略名称 点数 

160185210 細胞診断料 ２４０

160185310 細胞診断料（他医療機関作成の組織標本） ２４０

 

３ その他 

（１）項目（診療行為基本名称（漢字））の追加について 

今改定において、診療行為漢字基本名称を公表しました。 

 （２）フラグの変更（後期高齢者医療）について 

    後期高齢者医療の見直しに伴い診療行為の年齢制限が廃止されたことから、本来廃止すべき

フラグであるが、一定の期間フラグを保留しました。（後期高齢者のみに係っていた診療行為に
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ついてはフラグ「２」→「０」と変更しました。ただし、乳幼児加算等の年齢制限に係る診療

行為については、フラグ「１」を設定しています。） 


